
町では、まちの中心部に位置する「東郷セントラル地区」に、
商業施設・医療施設（産婦人科・小児科）・宿泊施設を積極的に誘致することで

魅力あふれるまちづくりを進めています！

商業施設の立地を促進する区域

宿泊施設の立地を建築可能とし、促進する区域

医療施設の立地を促進する区域

まちの中心部が
にぎやかに

なりそうだね！

東郷町イメージキャラクター
トッピィ

東郷セントラル地区

にぎわう東郷町へ!!にぎわう東郷町へ!!
もっと

!
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今後、東郷町はもっとにぎわっていきます！
ご期待ください！

事業者の皆様へ
　セントラル地区およびその他町内への企業立地をお考えの事業者様に、各種奨励金等
制度をご紹介します。ぜひ東郷町にお越しください！
～セントラル地区の企業立地制度～
　「東郷町商業施設等立地促進条例」を制定し、「東郷セントラル地区」の指定している区域に商業
施設・医療施設（産婦人科、小児科）・宿泊施設を立地した事業者に奨励金を交付します。
～その他の企業立地制度～
　町では、「東郷セントラル地区」での商業施設誘致についての奨励金のほかにも、奨励金を交付す
ることで企業を応援しています。

「東郷町企業立地促進条例」
　企業誘致を促進するため、条例で定められた地域に工場等を新増設した事業者に対して奨励金を交
付します。

「東郷町低炭素社会の実現に取り組む事業者の設備投資投資促進条例」
　全国に先駆けて制定し、カーボンニュートラルを目指す企業に対して奨励金を交付するなど、環境
に配慮した技術革新や事業転換を目指す企業に奨励金を交付します。

もっと！住みよいまちへ！！ 
　商業施設などを誘致することで、様々な効果・メリットがあります。また、東郷セントラル
地区を中心に商業施設などを集約した魅力ある都市拠点を形成することで、人や施設が増える
だけではなく、自家用車による移動を減らすなどエネルギー効率を向上させ、環境にやさしい
まちづくりにつながっています。
　住んでいる人には「住み続けたい」、訪れた人には「住みたい」と思っていただけるよう魅力
あるまちづくりを進めています。

固定資産税や法人税などの税収が増え、町の財政が豊かになることが
あります。さらに、地域活性化につながる多くのメリットがあります。

地域での雇用が
生まれる

事業所建設のための
設備投資が生まれる

地域生産者・企業に
新たな需要が
生まれる

メ�リ�ッ�ト
効果

詳細はこちら！

◎問い合わせ：産業振興課　☎ 0561・56・0741
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